
② グッズ提供

① 登録申込

 市では、大野城市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例に定められた１３項目の迷惑

行為（裏面参照）をなくすため、迷惑行為防止基本計画に基づき、迷惑行為防止推進協議会の意見を

聞きながら、様々な施策に取り組んでいます。その中で、気軽に始めることが出来るものの一つとし

て、まちぴか市民運動を推進しています。ごみ拾いなどの清掃活動をしている人たちの姿を市内に広

げていき、ごみのポイ捨てなどの迷惑行為をしない人づくり、環境づくりに取り組み、快適で美しく

住みやすいまちの実現を目指していきましょう。

大野城市では、散乱ごみ０（ゼロ）を目指し、道路や公園、河川など公共

の場所の清掃活動を行う、「まちぴか市民運動」を推進しています。簡単な

登録をして、エリアを決めて取り組む、ボランティア清掃活動です！登録者

には、火バサミ、軍手、燃えるごみ袋（１０枚）、缶バッジなどの活動に必

要なグッズを提供します。



まちぴか市民運動 活動マニュアル 

○ 活動にあたっての注意事項  

・活動は天候の良い日に行ってください(日の出前・日没後、雨天時などでの活動は避ける)  

・交通量の多い道路での活動は、周囲の安全を十分確認してください。 

・児童、生徒が活動する場合は、必ず責任者(大人)の監督のもとで行ってください。 

・その他、活動にあたっては、無理のないよう、安全に十分注意してください。 

○ 集まったごみの処理方法 

・集まったごみは、可燃ごみ袋・不燃ごみ袋に分別し入れ、登録者の家庭ごみ・事業所ごみ

として出してください。集めたごみの量が多いときは、市が配布する環境美化推進用の袋

に入れて循環型社会推進課に連絡してください。 

○ ケガや事故が起こったとき 

・登録をしていれば、活動中にケガを負ってしまった場合コミュニティ保険が適用になり 

ます。ただし、保険の適用を受けるには第三者の立証が必要となります。 

・ケガや事故が起こったときは、至急、循環型社会推進課に報告してください。 

【問い合わせ先】 

大野城市 環境経済部 循環型社会推進課 

生活環境・最終処分場担当 TEL ０９２－５８０－１８８７ 

条例に掲げた迷惑行為（13 項目） 


